
令和４年 令和５年 増 減

死傷 死傷 死傷

全 業 種 ０ 73 ０ 89 0 +16

製 造 業 27 29 +２

造 船 業 15 5 ▼10

建 設 業 9 19 +10

運輸交通業 ５ 7 +２

農 林 業 ８ 7 ▼１

第三次産業 22 25 +３

商 業 8 7 ▼１

保健衛生業 7 10 +３

接客娯楽業 3 ０ ▼３

清掃・と畜業 １ 2 +１

７月末労働災害発生状況

※ 労働者死傷病報告（休業４日以上）の受理件数を集計したもので、
死傷者数には死亡者数を含む。

※ 鉱業、貨物取扱業、畜産水産業、第三次産業の一部の業種は業種別
内訳に表示していない。

< 主要業種別内訳 >

佐伯監督署
死亡死亡 死亡

令和５年度

全産業では増加傾向、特に建設業で大幅増加！

令和５年 労働災害発生状況（7月末現在）

【 令和５年の死傷災害の発生状況 】

◆ 事故の型別では、多い順に転倒（26％）、墜落,転落（16％）、
はさまれ,巻き込まれ（13％）、動作の反動,無理な動作（10％）
となっている。

◆ 特に災害が増加している建設業においては、墜落,転落による災害
が前年比４件、移動式クレーン等によるはさまれ,巻き込まれ災害
が前年比３件増加している。

◆ 労働者の作業行動に起因する災害が３分の１以上（36％）を
占めている。また、転倒による死傷者数の６割以上（61％）が
60歳以上の高年齢労働者において発生している。

◇ 全産業での死傷者数 89人（令和４年同期比+21.9％）

◇ 主な増加業種は、

・ 建設業
・ 製造業
・ 保健衛生業

19人（同比+111.1％）

29人（同比+7.4％）

10人（同比+42.9％）

※ 死傷者数は、新型コロナウイルスり患による死傷者数を除くものとする。

令和５年９月発行

からの

お知らせ
監督署

佐
伯

佐伯労働基準監督署 安全衛生課
〠 876-0811

佐伯市鶴谷町1-3-28 佐伯労働総合庁舎３階

☎ 0972-22-3421 FAX 0972-24-0934

管轄区域 佐伯市・津久見市・臼杵市

全国労働衛生週間

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場
における労働衛生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生管
理活動の一層の促進を図りましょう。

全国労働衛生週間は、働く人の健康の確保・増進を図り、
快適に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。
昭和25年に第１回が実施されて以来、本年で第74回を迎

えます。

本年度は、

目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場
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日 月 火 水 木 金 土

準備期間 : 9/1(金)～9/30(土)
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健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見
聴取等の実施を徹底しましょう。

医療保険者から健康診断の結果を求め
られた際の提供にご協力ください。

「職場の健康診断実施強化月間」です

※詳細はこちらからご確認ください☞



※

・ 一般建築物石綿含有建材調査者

・ 一戸建て等石綿含有建材調査者
（一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定）

・ 特定建築物石綿含有建材調査者

・ 令和５年９月までに日本アスベスト
調査診断協会に登録された者

４

854円
899円

< 時 間 額 >

第14次労働災害防止計画の指標の達成状況の把

握を通じて、事業場の安全衛生管理の自主的な改善

に役立てていただくため、「14次防取組状況点検票」の

記入及び提出に御協力願います。

「14次防取組状況点検票」は右下の二次元バーコー

ドからダウンロードしていただき、佐伯労働基準監督署あ

てに、電子メールで送信する、郵送する、

窓口へ持参する等により提出してください。

「14次防取組状況点検票」の
記入と提出について（協力依頼）

船舶の石綿対策、知っていますか？

船舶にも事前調査は必要なの？ 鋼製の船舶を解体・改修する際は、事前調査が必要です。

事前調査は資格が必要なの？ 鋼製の船舶を解体、改修する事前調査は、次に掲げる者
が行う必要があります。

・船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に

合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認

められる者

事前調査結果等の報告は必要なの？ 総トン数が20トン以上の鋼製の船舶は必要です。

大分労働局 14次防


